
1 ．開催日時

2 ．開催場所

3 ．農業委員　　
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2 番 8 番

3 番 　 9 番

5 番 10 番 （ 欠 員 ）

6 番 11 番

4 ．議事日程

第１ 議事録署名委員の指名
第２ 会議書記の指名
第３ 農地法第５条の規定による許可申請について

農地利用集積計画(案)について
（埼玉県農地中間管理機構に対する賃借権設定）
農地利用集積計画(案)について
（埼玉県農地中間管理機構に対する使用貸借権設定）
農用地利用集積等促進計画(案)について
羽生市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な
構想の変更（案）について

5 .

6 ．農業委員会事務局職員

飯 塚 真 砂 美 飯　塚　輝　雄  (会長代理）

小　林　容　彰 大　貫　勇　一

羽生市農業委員会総会議事録

令和５年８月２５日（金）午後１時３０分から午後３時００分

羽生市役所　３階　３０２会議室

１０名

議席番号 氏　　　　　名 備　　考 議席番号 氏　　　　　名 備　　考

儘　　田　　實 川　田　英　之

議案第１号
議案第２号

中　島　牡　雄 （会長） 木　村　俊　之

平　井　紘　一 爲 ケ 井 晴 一

事務局長 岡　田　隆　史

事務局次長 野　口　武　士

議案第３号

議案第４号
議案第５号

農地利用最適化推進委員　１４名

主　事 漆　原　寛　（書記）



7 ．会議の概要

２項に規定する議事録署名委員を議長より指名選任いたしたいと思

いますが、ご異議ありませんか。

（異議なし）

  それでは指名いたします。

５番　平井　紘一委員、６番　儘　田　實委員のご両人にお願いし

ます。

議　長 ただ今から、８月定例農業委員会を開会いたします。

出席委員は、１０名で定足数に達しており総会は成立しております。

それでは日程に従いまして、羽生市農業委員会会議規則第１２条第

該当する案件でありますので、審議、採決に際しましては、木村俊

之委員の退席を求めることになります。それでは、事務局からの説

明後、担当委員の調査結果報告をお願いします。

事務局 事務局より説明いたします。

農地法に基づく農地転用許可の検討事項について、ご説明いたしま

なお、本委員会への欠席通知はございません。

ただちに議案審議に入ります。

（議案第１号） 議案第１号　農地法第５条の規定による許可申請についてを議題と

いたします。ただし、受付番号３４１及び３４２号については、農

業委員会等に関する法律第３１条の規定による議事参与の制限等に

接する農地で、その規模が概ね１０ヘクタール未満である「第２種

農地」と判断しました。340号では、太陽光発電施設を設けるもの

です。譲受人は、　　　　　　に事務所を置き、太陽光発電事業を

行っている法人です。申請農地は、周辺に日光を遮る高い建物がな

く、太陽光発電の採算も十分に確保できることから、施設の設置を

計画したところ、譲渡人の同意を得られたことで、今回、太陽光発

す。339号では、自己用住宅を設けるものです。譲受人は、家族と

市内のアパートで生活しております。家族が増え、現在の住まいで

は手狭となったため、自分達の家を持ちたいと考えていました。申

請農地は、保育園、　　小学校や大きな商業施設が近くにあり、住

環境の整った場所になります。今回、自己用住宅敷として申請する

ものです。農地の区分については、住宅等が連担している区域に近

がなく、太陽光発電の採算も十分に確保できることから、施設の設

電施設敷として申請するものです。なお、施設の周囲をフェンスで

囲い安全確保に努め、土地の維持管理等、周辺住民に迷惑のかから

ないように行うものとなっています。農地の区分については、「第

２種農地」と判断しました。341号では、太陽光発電施設を設ける

ものです。譲受人は、　　　　　　に事務所を置き、太陽光発電事

業を行っている法人です。申請農地は、周辺に日光を遮る高い建物



置を計画したところ、譲渡人の同意を得られたことで、今回、太陽

光発電施設敷として申請するものです。なお、施設の周囲をフェン

スで囲い安全確保に努め、土地の維持管理等、周辺住民に迷惑のか

からないように行うものとなっています。農地の区分については、

「第２種農地」と判断しました。342号では、太陽光発電施設を設

のかからないように行うものとなっています。農地の区分について

は、「第２種農地」と判断しました。また、各号とも農地の区分及

び転用目的に問題はないと考えます。そのほか、資力及び信用や申

請に係る用途に遅滞なく供することの確実性等についても、問題な

いと考えます。以上で、事務局からの説明を終了させていただきま

す。

けるものです。譲受人は、　　　　　　に事務所を置き、太陽光発

電事業を行っている法人です。申請農地は、周辺に日光を遮る高い

建物がなく、太陽光発電の採算も十分に確保できることから、施設

の設置を計画したところ、譲渡人の同意を得られたことで、今回、

太陽光発電施設敷として申請するものです。なお、施設の周囲をフ

ェンスで囲い安全確保に努め、土地の維持管理等、周辺住民に迷惑

１１番 受付番号３４０号について調査報告いたします。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

現在私は羽生市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に

妻と子供の３人で住んでいます。子供が大きくなり現在の住まいが

手狭になり、専用住宅を建設することを決めました。そこで、現在

建築可能な土地を所有していないので、現在の住居周辺の市街化区

域で土地を探しましたが見つからず、範囲を市街化調整区域に広げ

８番 受付番号３３９号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

探したところ本申請地を見つけ、申請に及ぶものです。尚、本申請

地は近隣に住宅も多く、また、保育園や小学校も近くにあり、将来

何かと便利な場所ですので、何卒ご許可下さいますよう、お願いい

たします。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。



１、転用行為の必要性

が畑であるため、太陽光発電設備を設置するためには農地法第５条

の許可をいただき、農地から農地以外に転用する手続きを行わなけ

れば計画を実行することが出来ないため、申請に至りました。

２、土地の選定理由

広範囲にて候補地を探しておりますが、山林等は伐採・伐根等造成

費用が多額になり、またほとんど造成費用のかからない農地等は、

弊社は太陽光発電設備の販売、施工、メンテナンス、自社発電設備

による売電事業、電力小売事業、害虫駆除及びビル等メンテナンス

事業を行っております。日本国内において、太陽光発電等再生可能

エネルギーによる電力需要の拡大に対応するため施設用候補地を探

しておりましたところ、譲渡人より売却したい旨、申出がありまし

たので、関係法令の確認等調査を行ったところ、申請地は登記地目

７番 受付番号３４１号について調査報告いたします。

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

取得金額等で条件が折り合いませんでした。申請地は譲渡人が高齢

であるため、現在休耕中であり、国が推進しているクリーンエネル

ルギー事業に有効活用してもらえるのであれば、譲渡してよい旨の

申出があり、申請に至りました。又、申請地周辺の市町村において

も弊社で太陽光発電設備設置工事を複数施工しており、太陽光発電

施設の管理も行っているため、設備設置後、雑草等の管理も定期的

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

事業を行う理由、設置の必要性

譲受人である　　　　　　　　　は、定款及び履歴事項証明書にあ

に行います。また、遠隔管理システムを設置する為、故障、盗難等

緊急事態が発生しても迅速な対応が可能です。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

土地の選定理由、規模決定理由

太陽光発電事業も買取価格が下がり、事業投資費用面から農地等を

活用しないと事業が成立しない状況にあります。他に太陽光発電施

るとおり、事業目的として再生可能エネルギー発電事業及びそれに

付随する土地管理を行っている法人です。CO2排出量削減という社

会的な強い要望に応えるためにも積極的に再生可能エネルギー発電

施設の拡充に努めております。土地の選定理由は下記の通りであり

ますが、損益シミュレーションの結果より事業としても採算性があ

ると判断し、申請に至ったところであります。



１番 受付番号３４２号について調査報告いたします。

設用地の条件として、目安は面積が1000㎡程度で周囲に高い建物が

ないことというのがありますが、今回の申請地は726㎡でやや狭い

ですが、パネル配置図にあるように効率的にパネル120枚が並べら

まず、議案書を朗読いたします。（議案書朗読）

過日、本案件について、申請人に確認いたしましたところ、添付書

類等の申請内容に間違いないことをご報告いたします。

申請地は、（詳細に説明）です。

なお、申請人による理由書が添付されていますので朗読いたします。

譲受人である　　　　　　　　　は、定款及び履歴事項証明書にあ

れ、低圧発電施設が1基設置できます。また、周囲環境や立地条件

等から日当たりもよく、太陽光発電に適した土地であり、損益シ

ミュレーションの結果よりも採算性があると判断いたしました。

何卒ご理解の上、許可賜りますようお願い申し上げます。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。

議　長 以上で、担当委員及び事務局からの報告、説明が終わりました。

土地の選定理由、規模決定理由

太陽光発電事業も買取価格が下がり、事業投資費用面から農地等を

活用しないと事業が成立しない状況にあります。他に太陽光発電施

設用地の条件として、目安は面積が1000㎡程度で周囲に高い建物が

ないことというのがありますが、今回の申請地は998㎡で、パネル

配置図にあるように効率的にパネル168枚が並べられ、低圧発電施

るとおり、事業目的として再生可能エネルギー発電事業及びそれに

付随する土地管理を行っている法人です。CO2排出量削減という社

会的な強い要望に応えるためにも積極的に再生可能エネルギー発電

施設の拡充に努めております。土地の選定理由は下記の通りであり

ますが、損益シミュレーションの結果より事業としても採算性があ

ると判断し、申請に至ったところであります。

まずは受付番号３４１及び３４２号を除く案件について、ただいま

の報告及び説明に対し、ご質疑・ご発言を願います。

（発言なし）

特に発言もないようですので、採決に移ります。

ただいま議題となっている議案第１号　農地法第５条の規定による

許可申請の受付番号３４１及び３４２号を除く案件については、担

設を1基設置できます。また、周辺環境や立地条件等から日当たり

もよく、太陽光発電に適した土地であり、損益シミュレーション

の結果よりも採算性があると判断いたしました。何卒ご理解の上、

許可賜りますようお願い申し上げます。

以上でありますので、ご審議のほど宜しくお願いします。



続きまして、受付番号３４１及び３４２号について、ご質疑・ご発

言を願いますが、先ほど申し上げましたとおり、議事参与の制限等

に該当するため、議席番号９番　木村委員の退席をお願いします。

（木村委員　退席）

それでは受付番号３４１及び３４２号について、ご質疑・ご発言を

願います。

当委員の報告のとおり許可することに賛成の委員は「挙手」願いま

す。

（挙手全員）

挙手全員でありますので、議案第１号　農地法第５条の規定による

受付番号３４１及び３４２号を除く案件の許可申請については、許

可相当の意見を付して、県知事へ送付することに決定いたします。

挙手全員でありますので、議案第１号　農地法第５条の規定による

受付番号３４１及び３４２号の許可申請については、許可相当の意

見を付して、県知事へ送付することに決定いたします。

それでは、木村委員の入室をお願いします。

（木村委員　入室）

（議案第２号） 続きまして、議案第２号　農地利用集積計画（案）について（埼玉

（発言なし）

特に発言もないようですので、採決に移ります。

ただいま議題となっている議案第１号　農地法第５条の規定による

許可申請の受付番号３４１及び３４２号については、担当委員の報

告のとおり許可することに賛成の委員は「挙手」願います。

（挙手全員）

事務局 事務局より説明いたします。

議案第２号及び第３号 農地利用集積計画（案）について説明させていただき

ます。議案第２号、３号については、所有者が公社に貸付けをし、使用貸借

及び賃借権を設定する計画（案）となっています。こちらは、平成

２６年４月より農地中間管理機構が創設され、この事業の目的は、

（議案第３号） 県農地中間管理機構分の賃借権設定）及び議案第３号　農地利用集

積計画（案）について（埼玉県農地中間管理機構分の使用貸借権設

定）は関連があることから一括して事務局からの説明を求めます。

手を確保し、農地の貸し出しを行うための利用権設定となります。

今後の農地活用の効率化や生産性の向上を図るため、農地中間管理

機構が農地を一旦、借受け、農地の集積化や規模の拡大化等を行う

など、耕作し易い条件にして、地域の担い手等へ貸し出しをするも

のです。このように行うことで、今後、安心・安全な貸し借りがで

き、かつ農業経営の拡大も図っていこうとするものです。今回は、

この事業を利用して、農地中間管理機構が借受け、次の地域の担い



表の見方といたしまして、左上から「譲受人氏名」、「譲受人住

所」「所有者名」と続き、「対象農地」の情報となります。

埼玉県農地中間管理機構に使用貸借及び賃借権を設定する計画（案）

の合計が表の右下側にございます。新規設定として７件、面積 田

18838.2㎡、畑 3684㎡、合計22522㎡となっております。

特に発言もないようですので、採決に移ります。

ただいま議題となっている議案第２号 農地利用集積計画（案）に

ついては、事務局の説明のとおり、決定することに賛成の委員は、

挙手を願います。

（挙手全員）

挙手全員でありますので、議案第２号については、事務局の説明の

以上で、議案第２号・３号　農地利用集積計画(案)についての説明

を終了させていただきます。

議　長 以上で、事務局の説明が終わりました。それではただいまの議案第

２号の説明に対し、ご質疑ご発言を願います。

（発言なし）

挙手を願います。

（挙手全員）

挙手全員でありますので、議案第３号については、事務局の説明の

とおり決定し、市長に答申したいと存じます。

（議案第４号） 続きまして議案第４号　農用地利用集積等促進計画(案)についてを

とおり決定し、市長に答申したいと存じます。

続きまして、議案第３号の説明に対し、ご質疑ご発言を願います。

（発言なし）

特に発言もないようですので、採決に移ります。

ただいま議題となっている議案第３号 農地利用集積計画（案）に

ついては、事務局の説明のとおり、決定することに賛成の委員は、

当する案件でありますので、審議、採決に際しましては、小林容彰

委員の退席を求めることになります。それでは、事務局の報告をお

願いします。

事務局 事務局より説明いたします。

議題といたします。当該計画（案）については、農地中間管理事業

の推進に関する法律第１９条第３項に基づき、羽生市長から意見を

求められております。ただし、事案番号10号から12号については、

農業委員会等に関する法律第３１条の規定よる議事参与の制限に該

議案第４号、農用地利用集積等促進計画（案）について、ご説明い

たします。この、農用地利用集積等促進計画は、農地中間管理事業

の推進に関する法律により、同計画を作成する場合は、「市は、農

業委員会の意見を聞く」ことから、今回の案件となっております。



ております。表の見方ですが、一番左側から、農地中間管理機構か

ら農地を借受ける方の氏名及び住所、その右側が借受ける農地の所

在、地目、面積、さらに右側が現在の賃借権の設定を受けている方

の情報となり、なお新規で借受ける場合は、空欄となっています。

最後に一番右側が、農地の貸し借りの詳細の権利の内容が記載され

ています。以上で、議案第４号、農用地利用集積等促進計画（案）

また同法の改正により、計画の名称は変更していますが、従来、配

分計画であった、公社が耕作者へ貸付けする計画と同じ内容となっ

（発言なし）

特に発言もないようですので、採決に移ります。

ただいま議題となっている議案第４号 農地利用集積計画（案）に

ついては、事務局の説明のとおり、同意することに賛成の委員は、

挙手を願います。

（挙手全員）

についての説明を終了させていただきます。

議　長 以上で、事務局の報告、説明が終わりましたので、小林容彰委員の

退席をお願いします。

（委員の退席）

それでは、ただいまの報告に対し、ご質疑ご発言を願います。

的な構想の見直しに対する意見についてを議題といたします。

事務局からの説明をお願いいたします。

事務局 追加議案第５号　羽生市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的

な構想の変更（案）についてご説明いたします。追加議案第５号、

資料１羽生市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想の変更

挙手全員でありますので、農用地利用集積等促進計画（案）につい

ては、同意することに決定いたします。小林容彰委員の入室をお願

いします。

（委員の入室）

（議案第５号） 続きまして、追加議案第５号農業経営の強化の促進に関する基本

進に関する基本方針」に即して、羽生市が地域の実情を踏まえて独

自に定めるものになります。羽生市の農業を将来に渡って発展させ

ていくために、効率的かつ安定的な農業経営を営む担い手を育成す

ることを目的に、農業経営における目標の設定、その実現に向けた

案、資料２基本構想の新旧対照表の３つになります。今回、基本構

想を変更いたしますのは、農業経営基盤強化促進法が令和５年４月

１日に改正され、基本構想に記載する事項を追加もしくは削除する

必要が生じたためです。資料の追加議案第５号の３枚目をご覧くだ

さい。こちらに基づいて説明いたします。基本構想とは、農業経営

基盤強化促進法に基づき、埼玉県が作成する「農業経営基盤強化促



取組みなどを記載しております。基本構想は、おおむね５年ごとに

見直しを行ってきました。今回の改正につきましては、５年ごとの

想で定めなければならない事項となったため、現行の第３章３

（１０）で記載していた指導体制や第４章２（３）で記載していた

連携体制などをここに集約しました。ここでは、市の取組として農

林振興センター、ＪＡとの連携、就農希望者への情報提供や相談対

応、国や県などの各種支援策の活用とそのサポートなどについて記

載しております。２点目、資料２新旧対照表の３３ページになりま

見直しによるものではなく、法改正による利用権設定手続きの廃止

や地域計画に基づいた農地の貸し借りに対応するため、改正するも

のでございます。主な改正内容についてご説明いたします。裏面を

ご覧ください。主な改正内容は、１点目、資料２新旧対照表の３０

ページから３２ページにある「第３の農業を担う者の確保及び育成

に関する事項」を新たに記載します。こちらは法改正により基本構

ものです。ただし、令和６年度末までは、経過措置期間として新規

および更新の手続きは可能となっておりますので、新旧対照表５０

ページ、附則の２にその旨記載しております。今後の農地の貸し借

りの方法は、農地法第３条の許可を受ける方法のほかは、令和６年

度末までに市が策定しなければならない地域計画に基づいた、農地

中間管理事業による貸し借りとなります。この場合、農地の受け手

す。第４の１にある表「農用地の利用に占める面積シェアの目標」

を県の目標にあわせて、５０％から５６％に変更するものです。

３点目、資料２新旧対照表の３４ページから４１ぺージ、５０ペー

ジから５４ページの部分に記載されていました利用権設定等促進事

業について削除いたします。これは、法改正により、農地利用集積

計画に基づく利用権設定の手続きが廃止されたことにより削除する

でなく、農協や中間管理機構など関係機関にもできるだけ参加して

もらうこと、参加者は、その地区の将来の農業の在り方、集積・集

約化の方針などについて話し合うこと、そしてこの地域計画は、市

が関係機関と連携して策定し、進捗管理を行うことが記載されてお

ります。５点目は、新旧対象表２ページと４ぺージにおいて、県の

基本方針にも記載されている「先端技術の活用」「企業等の農業参

になれる方は、地域計画に位置付けられた方であることが要件とな

ります。４点目、資料２新旧対照表の４９ページ、５０ページで

「第５農業経営基盤強化促進事業に関する事項」の２になります。

ここでは、地域計画の策定について記載しております。地域計画策

定するための話し合いの場を設ける際は、他の農業関係の集まりを

積極的に活用することや、話し合いの参加者は耕作者や地権者だけ

入を支援する」を追記いたしました。また、第１章、第２章、第５



たいと思います。ご意見ございますか。

推進委員 農地の貸し借りが変わるとは具体的にどういうことでしょうか。

今までの貸し借りは市がやっていたり、中間管理機構を通してやっ

ていたり、あと、農協の組織がありますよね。その三つでやってい

たと思うのですが、それはどのように変わるのでしょうか。

章については、文章構成を県の基本方針に近いものになるよう見直

しを行い、そのほか文言の修正等事務的な改正も行います。基本構

想については、皆様にご審議いただいたあとは、県と同意協議を行

い、基本構想の改正を行います。以上で説明を終わります。

議　長 ただいま、　　係長から説明がありましたが、ここでご意見を受け

の交わす利用権の設定の制度がなくなります。よって、中間管理機

構を通して借りるか、３条で貸し借りの手続きをとるというのが令

和７年度以降の制度改正のご案内となります。

農協の貸し借りというのはあくまで営農計画書でのルールになるの

で、これとは全く関わってきませんし、通用するようなものではあ

りません。

事務局 現状、貸し借りについては３つの方法でやっております。中間管理

機構を間に挟んで所有者と耕作者を結ぶケース、中間を伴わなず、

所有者と地権者で書類を交わしてもらう利用権設定。それともう一

つ、３条で所有権の移転と合わせて貸し借りもそこで設定させても

らっておりますが、法律の改正によって、２番目の所有者と地権者

農業委員会が働きかけるにしても、知らないという話になってくる

と思うが、それを２年間でどのように周知徹底するのかやり方を教

えてください。

事務局 市広報等で周知は進めていく予定です。近隣市の情報の発信方法を

注視してまいりたいと思っております。

推進委員 そういうやり方を現場の皆さんはどれ程知っているのでしょうか。

中間管理機構を交わして貸し借りするというのをうちのほうでは全

く知らない人が多いと思います。口約束でやっている人が多いと思

います。どのようになくしていくのでしょうか。市の農政課の方や

についてでございますが、こちらは、市街化区域内農地の権利の移

転が伴う転用を行う場合に届出を行うものです。ご覧のとおり、住

宅敷３件でございました。

報告事項２　農地法第１８条第６項の規定による通知についてでご

ざいますが、これは農地法及び利用権設定（等促進事業）に係る合

（農業政策課職員　退室）

議　長 以上で、本日の議事は全て終了いたしました。続いて、事務局より

諸報告等がありますので、お聞き取り願います。

事務局 報告事項１　農地法第５条第１項第６号の規定による届出書の確認



 　　　　　上記会議のてん末を記載し、その相違のないことを証するため、

　ここに署名する。

会    長

署名委員

署名委員

意の解約となります。２０件ございました。

令和５年 　８月 ２５日

③　Ｒ５最適化活動研修会について

④　農地パトロール地図の回収について

議　長 （発言なし）

以上で、本日の全日程を終了いたしました。

これにて、閉会といたします。

報告事項３　農地法の規定による県許可一覧です。７月分でござい

ます。右側の備考欄をご覧頂きたいと思いますが、４条が２件、５

条が１３件ございました。以上で、議案に関係します報告事項を終

了させて頂きます。

①　９月の農業委員会定例会について

②　農地相談会について


